
２２監査第 １８３ 号  
                           平成２２年９月１３日  

 
久留米市長 楢 原 利 則  様 

 
 
                久留米市監査委員  島 原 修 一 
                久留米市監査委員  大 脇 久 和 
                久留米市監査委員  八 尋 義 伸 
                久留米市監査委員  本 村 英 幸 

 
 

平成２１年度久留米市各会計歳入歳出決算 
及 び 運 用 基 金 等 審 査 に 関 す る 意 見 

 
 
平成２２年７月２０日付２２財第１２９号 及び 同日付２２財第１３６号をもって、地

方自治法第２３３条第２項及び地方自治法第２４１条第５項の規定により審査に付された、

平成２１年度久留米市各会計歳入歳出決算書、附属書類及び基金運用状況報告書を審査し

ましたので、その結果について別紙のとおり意見を述べます。 
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(注) 本意見書中における数値の表示及び符号の用法は次のとおりである｡ 

(1)  意見書本文の数値のうち金額については基本的に千円単位とし、比率（％）はその表中の

表示単位に基づき数値を用いて、表ごとに算定した。 

     (2) 比率(％)は、小数点以下第２位を四捨五入した。 

(3)  構成比率等(％)は、1項目ごと算定したため合計が100とならない場合がある。 

(4)  ｢0｣ 算式上0となるもの、又は､予算措置はなされていたが執行されなかったものである。

(5)  ｢0.0｣ 該当数値はあるが、単位未満のものである。 

(6)  ｢-｣ 該当数値がないものである。 

 

 

 


